
藤井寺市総合事業の独自事業について 

同行訪問 

１ 同行訪問紹介チラシ 

２ 同行訪問の仕組み・実績・内訳 

３ 事業実施の経緯 

４ 依頼手順フローチャート 

５ 広報2020年３月号 

６ 「健康寿命をのばそう！アワード」受賞事例 

７ 「プライマリ・ケア連合学会」発表事例 





１．要介護認定の有無に関わらず利用できるため（一般介護予防事業）、誰でも専門職の訪問を受けることができる 
 
２．民生・福祉委員等の高齢者を見守る役割を担う地域住民にも、「専門職の訪問」という選択肢を理解してもらっており、申込みにつながっている 
 
３．主治医等の医療職にも、患者について気になることがあれば提案してもらえるよう周知しており、申込みにつながっている 
 
４．申込方法や手順、必要な様式等はすべて運営委員会にて協議し、多職種の意見を踏まえて改善を図っている 

「ちょっと心配」からつなげられる同行訪問の仕組み 
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 対象者の年齢層内訳  対象者の要介護度内訳  利用の経緯・理由 

人口 64,384人 
高齢者数 18,263人 
高齢化率 28.4% 

認定者数 認定率 
要支援 1,211人 6.6% 
要介護 2,336人 12.8% 
計 3,547人 19.4% 

H28   58件  （すべて運動） 

H29   56件  （すべて運動） 

H30 111件   運動   89件 
           栄養   22件 

H31 226件   運動 175件 
          栄養   51件  

同行訪問延べ件数 同行訪問の実績・内訳 
【令和2年3月末時点】 



いきいき笑顔応援プロジェクト同行訪問 
 
H28 モデル事業として 
    リハビリ職との同行訪問を開始 

 
 
H29 総合事業としてリハビリ職との   
    同行訪問を継続実施 
 

 
H30 管理栄養士との同行訪問も開始 

 
 
 

 
    ＆訪問型サービスCを開始 

    

対象ケース：包括で選定したケース 

対象ケース：担当ケアマネからの申込ケース 

本人からの申込ケース 

対象ケース：担当ケアマネからの申込ケース 

【藤井寺市独自の事業実施の経緯】 
 

 

H31 新規で３パターンに該当する場合の同行訪問をルール化 

 新規申請で要支援１・２となり、①〜③のいずれかに 
該当する場合（要介護→要支援は除く） 

①新規でヘルパーを利用するケース 

②新規で福祉用具のみを利用するケース 

③新規で基本チェックリスト栄養２項目に該当するケース 

目的 

初回訪問はケアマネ・専門職・包括の３者で訪問 

※『いきいき笑顔応援マニュアル』 

『いきいき笑顔応援ガイド』を活用 

現場型の地域 
ケア会議 
と位置付け 

ご利用者の「元気になる」を 
本気で応援します！ 

理学療法士または作業療法士が 
初回訪問に同行します 

 

管理栄養士が初回訪問に 
同行します 

 

【備考】 
がん末期、認知症、精神疾患
の場合等は対象外 

No.11「半年間で体重２～３kg以上減少」・No.12「BMIが18.5未満」 

専門職がアセスメントに同行することで、 

①課題の中で解決できることやその優先順位を明確にする 
②実現できる具体的な目標設定を行う 
③目標に対する具体的な解決方法について助言を得る 

目指す効果 

実効性のある地域ケア会議 

早期介入による 
フレイル予防 

（地域リハビリテーション活動支援事業に位置付け） 

（申込ケースも引き続き実施） 



１ 

①申込書を書く 
 （申込者：ケアマネ） 

②添付書類を準備 
 

利用者の情報を療法士に提供 

同行訪問 サービスの方向性を判断 
①訪問型サービスＣ 
②通所サービス・訪問サービス・ 
  福祉用具利用 等 

③今回のみ ＊数ヵ月後再度訪問 

日程調整と情報提供 
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ケアマネジャーからの申込みの場合 

作業療法士または理学療法士と行う 

いきいき笑顔応援プロジェクトの依頼手順 A 
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・利用者基本情報 
・いきいき笑顔応援アセスメントシート 
・基本チェックリスト 
・ケアプラン 
 （申込時点で作成済みの書類のみで可） 
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必要に応じ、福祉用具や住宅改修の業者さん、ヘルパーさん等に同席してもらうなど工夫もできま
す。 

 認定のない方や要介護の方でも利用できます。 
＊同行訪問した結果、ケアプラン作成（給付管理）の
対象とならなかった場合は、ケアマネジメントに対す
る手数料を市からお支払いします。 



民生委員さんや福祉委員さん、ご家族のケアマネさん、主
治医の先生など、気付いた方からの声掛けをお願いしま
す。 

１ 

 申込書を書く 
 （申込者：本人） 
 

利用者の情報を療法士に提供 

同行訪問 サービスの方向性を判断 
①訪問型サービスＣ 
②通所サービス・訪問サービス・ 
  福祉用具利用 等 

③今回のみ ＊数ヵ月後再度訪問 

日程調整と情報提供 
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高齢介護課へプロジェクト利用 
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書類を直接役所へ  
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本人からの申込みの場合 

作業療法士または理学療法士と行う 

いきいき笑顔応援プロジェクトの依頼手順 B 
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必要に応じ、福祉用具や住宅改修の業者さん、ヘルパーさん等に同席してもらうなど工夫もできま
す。 

＊要介護認定の有無に関わらず利用可 
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１ 
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①申込書を書く 
 （申込者：ケアマネ） 

②本人から同意書をとる
③添付書類を準備 

利用者の情報を 管理栄養士に提供 

同行訪問 サービスの方向性を判断 
①訪問型サービスＣ 
②居宅療養管理指導 
③今回のみ ＊数ヵ月後再度訪問 

＊管理栄養士から医師へ直接電話等で質問することもあります 
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ケアマネジャーからの申込みの場合 

管理栄養士と行う 

いきいき笑顔応援プロジェクトの依頼手順 A 

3者へ 
報告書提出 
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・利用者基本情報 
・いきいき笑顔応援アセスメントシート 
・基本チェックリスト 
・ケアプラン 
 （申込時点で作成済みの書類のみで可） 

 認定のない方や要介護の方でも利用できます。 
＊同行訪問した結果、ケアプラン作成（給付管理）の
対象とならなかった場合は、ケアマネジメントに対す
る手数料を市からお支払いします。 
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必要に応じ、訪問看護師さんやヘルパーさん等に同席してもらうなど工夫もできます。 
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４ 管理栄養士へ情報提供 
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フローチャート以外でも、必要に 
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サービスの方向性を判断 
①訪問型サービスＣ 
②居宅療養管理指導 
③今回のみ ＊数ヵ月後再度訪問 
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民生委員さんや福祉委員さん、ご家族のケアマネさん、主
治医の先生など、気付いた方からの声掛けをお願いしま
す。 
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